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平成 28 年 8 月 17 日

平成 28 年熊本地震北九州市支援本部

平成２８年熊本地震 支援状況【北九州市】 

 「平成２８年熊本地震」の被災地への本市の支援状況（平成２８年８月９日時点）

は以下のとおりです。

≪平成２８年熊本地震北九州市支援本部の設置≫ 

  熊本地震の被害状況をふまえ、本市として一定の期間、継続的な支援が必要と判

断したため、市長を本部長とした「平成２８年熊本地震北九州市支援本部」を設置。

・本 部 長：市長

・副本部長：副市長

・事務局長：危機管理監

・本 部 員：全局区室等の長

＊第１回：４月２５日（月） 「北九州市議会支援本部」と合同で開催。

＊第２回：５月１８日（水）

＊第３回：７月２９日（金）

≪人的な支援≫（２８件）延べ１，２７９名 ＊８月末までの計画含む

【うち職員】延べ１，０２２名、４，０１２(人・日)  

１．緊急消防援助隊等の派遣【消防局】     延べ１６９名 派遣  

 （１）緊急消防援助隊

   ・４月１４日（木）から４月２７日（水）までに延べ３６隊１６０名派遣した。

   ・４月２７日（水）、消防庁長官の引き上げ決定により、全ての緊急消防援助

隊は引き揚げた。

   ・震災直後は、益城町等で要救助者の検索活動等を行っており、４月１６日（土）

には、益城町役場付近の倒壊家屋内に閉じ込められていた２名を救助した。

   ・２２日午後からは、活動拠点を益城町から南阿蘇村に移し、土砂災害現場等

での救助活動を行い、１名を救出した。

   ・救急隊は１０名を病院へ搬送。うち、３名を福岡県の病院に搬送した。

   ・航空部隊は、４月１６日（土）から２０日（水）まで熊本空港で全国の消防

ヘリコプター等の運用調整業務を行った。

 （２）救急隊

   ・熊本市からの要請に基づき、４月２７日（水）から５月２日（月）までに、

延べ３隊９名派遣した。

   ・南阿蘇村内の救急事故に出動し、４名を病院に搬送した。

総務財政委員会報告資料 

資料１ 



2

２．災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）【保健福祉局・病院局】 ３４名派遣 

 ・市立八幡病院、市立医療センター、産業医科大学病院、新小文字病院、健和会

大手町病院、北九州総合病院、JCHO 九州病院、九州労災病院の医師、看護師、

薬剤師、事務員等が熊本赤十字病院等の医療機関で活動。

 ＊なお、北九州市医師会が市立病院及び民間医療機関の医師等で構成した、

ＪＭＡＴ（日本医師会災害医療チーム）を４月２０日（水）から派遣し、別

途活動。

３．上水道支援【上下水道局】      １０９名 派遣 （うち職員５２名） 

・熊本市及び益城町で職員・北九州管工事協同組合が協力し、応急給水活動を実

施。熊本市での活動は５月４日(水)で完了し、引き続き５月５日(木)より益城町

で活動を行い５月２１日（土）に完了した。

＊第１隊 ４月１５日（金）～１９日（火）【１２名（うち職員４名）】 

＊第２隊 ４月１９日（火）～２３日（土）【１２名（うち職員４名）】 

＊第３隊 ４月２３日（土）～２７日（水）【１１名（うち職員３名）】 

＊第４隊 ４月２７日（水）～５月１日（日）【７名（うち職員３名）】 

＊第５隊 ５月 １日（日）～ ５日（木） 【７名（うち職員３名）】

⇒職員２名は５月９日（月）まで派遣延長

＊第６隊 ５月 ５日（木）～ ９日（月） 【３名】

＊第７隊 ５月 ９日（月）～１６日（月） 【４名】

＊第８隊 ５月１６日（月）～２１日（土） 【５名】

⇒職員４名は５月２１日（土）～５月２３日（月）まで応急復旧活動を実施

※加圧式給水車１台、給水タンク４基、組立式給水タンク２基支援。

・熊本市内の水道復旧のため、職員が水道管の漏水調査を実施。

＊第１隊 ４月２１日（木）～２８日（木）【２名】 

・支援物資搬送のため、㈱北九州ウォーターサービスが協力【１名】 

・熊本市及び益城町で職員・北九州管工事協同組合が協力し、応急復旧活動を実

施。熊本市での活動は５月７日（土）で完了し、引き続き５月８日(日)より益

城町で活動を行い５月２６日(木)に完了した。

＊事前調査隊 ４月２６日（火）～２８日（木） 【４名（うち職員２名）】

＊第１隊   ４月２８日（木）～５月５日（木）【１０名（うち職員４名）】 

＊第２隊   ５月５日（木）～５月１２日（木）【１０名（うち職員４名）】 

   ＊第３隊   ５月１２日（木）～５月１９日（木）【９名（うち職員４名）】 

＊第４隊   ５月１９日（木）～５月２６日（木）【９名（うち職員４名）】 

＊第５隊   ５月２３日（月）～５月２６日（木）【３名】 



3

４．保健師等の派遣【保健福祉局】     ３５名 派遣  

・保健師２～３名、事務１名を熊本市南区役所へ派遣（第７班より保健師のみ）。

・第１０班から熊本市総合保健福祉センターへ派遣となり、市内全域を担当。

・避難所等を訪問し、被災者の健康相談、健康チェックなどを実施。

＊第１班 ４月１７日（日）～２１日（木）  【４名】

   ＊第２班 ４月２１日（木）～２６日（火）  【４名】

   ＊第３班 ４月２６日（火）～５月１日（日） 【４名】

＊第４班 ５月１日（日）～６日（金）    【３名】

＊第５班 ５月６日（金）～１１日（水）   【３名】

＊第６班 ５月１１日（水）～１６日（月）  【３名】

＊第７班 ５月１６日（月）～２１日（土）  【２名】

＊第８班 ５月２１日（土）～２６日（木）  【２名】

＊第９班 ５月２６日（木）～３１日（火）  【２名】

＊第 10 班 ５月３１日（火）～６月５日（日） 【２名】

＊第 11 班 ６月５日（日）～１０日（金）   【２名】

＊第 12 班 ６月１０日（金）～１５日（水） 【２名】

＊第 13 班 ６月１５日（水）～２０日（月） 【２名】派遣終了

５．下水道支援【上下水道局】       ６８名 派遣  

 ・熊本県内（熊本市を除く）の下水道に係る支援計画・調整を実施中。

  ＊第１隊 ４月１８日（月）～２６日（火） 【１名】 

  ＊第２隊 ４月２２日（金）～２９日（金） 【１名】 

  ＊第３隊 ４月２９日（金）～５月１日（日）【１名】 

  ＊第４隊 ４月３０日（土）～５月３日（火）【１名】 

  ＊第５隊 ５月 ２日（月）～１０日（火） 【１名】 

  ＊第６隊 ５月１０日（火）～１４日（土） 【１名】 

  ＊第８隊 ５月１３日（金）～２０日（金） 【１名】 

  ＊第９隊 ５月１９日（木）～２６日（木） 【１名】 

・熊本県内の下水道管やマンホールの被災状況の調査、テレビカメラによる下水

道管内の詳細調査及び災害査定に向けた設計図書の審査。 

  ＊第１隊 ４月１８日（月）～２６日（火） 【３名(途中１名交代)】 

 ＊第２隊 ４月２２日（金）～２９日（金） 【３名】 

 ＊第３隊 ４月２５日（月）～５月３日（火）【４名(4/29～5/1 は 3 名、5/3 は 2名)】 

 ＊第４隊 ４月３０日（土）～５月７日（土）【２名(5/4～5/7 は 3 名)】 

 ＊第５隊 ５月 ２日（月）～１１日（水） 【１名】 

 ＊第６隊 ５月 ６日（金）～１４日（土） 【４名(5/10～5/13 は 3名、5/14 は 2名)】 

 ＊第７隊 ５月 ９日（月）～１７日（火） 【２名(9、17 日は１名)】 

 ＊第８隊 ５月１３日（金）～２２日（日） 【１名(途中１名交代)】

＊第 10 隊 ５月２５日（水）～２８日（土） 【３名（25 日は 2名）】 

＊第 11 隊 ５月３０日（月）～６月３日（金）【２名】 

＊第 12 隊 ６月 ３日（金）～６月９日（木）【７名(途中１名交代)】 

＊第 13 隊 ６月１３日（月）～６月１７日（金）【３名】 

＊第 14 隊 ６月１７日（金）～６月２３日（木）【５名】 

＊第 15 隊 ６月２７日（月）～７月１日(金) 【５名】 

＊第 16 隊  ７月 ２日（土）～７月 ８日(金) 【７名】 

＊第 17 隊  ７月１１日（月）～７月１５日(金) 【４名】 

＊第 18 隊 ７月２５日（月）～７月２９日(金) 【４名】派遣終了 
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６．熊本地震支援物資輸送【交通局】     １０名 派遣  

・各局からの依頼により、４月１９日（火）に乗合バス１台（交通局職員２名）、

４月２１日（木）に乗合バス２台（交通局職員３名）で、支援物資を、４月２

３日（土）に乗合バス１台と貸切バス２台（交通局職員５名）で、指定都市市

長会行動計画に基づく市職員（４６名）等を輸送。

７．避難所応援職員派遣【危機管理室】 ９２名 派遣  

・熊本市中央区内に開設された２３箇所の避難所の運営支援。 

  ＊第１次隊 ４月２０日（水）～２３日（土）【４６名】 

  ＊第２次隊 ４月２３日（土）～２７日（水）【４６名】 

８．医師・薬剤師の派遣【病院局】      ４名 派遣  

 ・日本小児学会からの要請により、市立八幡病院小児科医を４月２１日（木）か

ら２４日（日）まで熊本赤十字病院へ診療支援のため１名派遣。また、４月２

８日（木）から５月１１日（水）まで１～２名派遣。 

・八幡薬剤師会からの依頼により、市立八幡病院薬剤師を４月１７日（日）から

１８日（月）まで避難所（益城町総合体育館等）へ１名派遣。薬の調剤等の業

務に従事。 

９．学校施設安全確認【教育委員会】     ２名 派遣  

 ・学校の授業再開に向け応急危険度判定士を派遣し、学校の安全点検を行った。

・４月２０日（水）～４月２３日（土）【２名】

10．被災建築物応急危険度判定士【建築都市局】 ３０名派遣  

・被災した建築物を調べ、余震による倒壊の危険性、外壁、看板や窓ガラスなど

の落下などの応急危険度の判定を実施。 

＊４月２１日（木）～２２日（金）【４名】 

＊４月２５日（月）～２７日（水）【１０名】 

＊４月２８日（木）～３０日（土）【１０名】 

＊５月 ３日（火）～ ５日（木）【６名】 

11．外国人への支援【国際交流協会】     ２名 派遣  

・情報の多言語化（翻訳）、避難所運営支援などに、職員２名（国際交流協会への

派遣職員）を熊本市国際交流会館へ派遣。

 ＊４月２１日（木）～４月２４日（日）【１名】

 ＊５月 ４日（水）～５月 ５日（木）【１名】

 ＊九州地区地域国際化協会連絡協議会の一員として派遣。

12．現地災害ボランティアセンターの立上げ・運営支援【社会福祉協議会】３６名派遣  

  ・（社福）北九州市社会福祉協議会が職員を熊本市社会福祉協議会に派遣。 

・現地災害ボランティアセンターの立ち上げ・運営支援を実施。 

   ＊４月２１日（木）～６月１０日（金）【13 回に分けて派遣。延べ 24 名】 

   ＊６月１０日（木）～８月 ５日（金）【10 回に分けて派遣。延べ 12 名】 
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13．災害廃棄物の収集支援【環境局】    ２１０名 派遣  

  ・熊本市内の災害ごみ（可燃物）を収集し、仮置場に搬送。 

  ・パッカー車６台・連絡車１台、延べ職員２１０名を派遣。 

  ＊第１隊 ４月２２日（金）～ ２６日（火）【２１名】 

  ＊第２隊 ４月２６日（火）～ ３０日（土）【２１名】 

  ＊第３隊 ４月３０日（土）～５月４日（水）【２１名】 

  ＊第４隊 ５月 ４日（水）～  ８日（日）【２１名】 

  ＊第５隊 ５月 ８日（日）～ １２日（木）【２１名】 

  ＊第６隊 ５月１２日（木）～ １６日（月）【２１名】 

  ＊第７隊 ５月１６日（月）～ ２０日（金）【２１名】 

  ＊第８隊 ５月２０日（金）～ ２４日（火）【２１名】 

  ＊第９隊 ５月２４日（火）～ ２８日（土）【２１名】 

  ＊第１０隊 ５月２８日（土）～３１日（火）【２１名】 

14．被災宅地危険度判定士【建築都市局】 ２４名派遣  

 ・被災した宅地を調べ、被害の発生状況を把握することにより、宅地の危険度の

判定を実施。 

＊４月２３日（土）         【３名】 

 ＊４月３０日（土）～５月 １日（日）【３名】 

 ＊５月 ２日（月）～５月 ３日（火）【３名】 

＊５月 ７日（土）～５月 ８日（日）【３名】 

 ＊５月１４日（土）～５月１５日（日）【３名】 

 ＊５月２０日（金）～５月２１日（土）【３名】 

 ＊５月２２日（日）～５月２３日（月）【３名】 

 ＊５月２４日（火）～５月２５日（水）【３名】 

15．獣医師の派遣【保健福祉局】     ２名 派遣  

 ・避難施設等におけるペット同行避難者に対する指導、助言、支援などのため、

獣医師を熊本県へ派遣。

  ＊４月２６日（火）～２９日（金）【２名】

16．応援職員派遣（福岡県市長会）【企画調整局・危機管理室】 １６名 派遣  

・熊本県上益城郡益城町内に開設された２箇所の避難所の運営支援等を実施。第

３班からは、町役場において罹災証明交付関係の業務に従事。 

  ・県市長会（２８市）のローテーションにより派遣。 

＊第１班 ５月 ６日（金）～  １２日（木）【４名】 

  ＊第２班 ５月２７日（金）～６月 ２日（木）【４名】 

＊第３班 ６月１７日（金）～６月２３日（木）【４名】 

＊第４班 ７月 ８日（金）～７月１４日（木）【４名】 
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17．災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）【保健福祉局】 １２名 派遣  

・厚生労働省及び福岡県から派遣要請があり、「福岡県・北九州市・福岡市との

合同心のケアチーム」として医師・保健師等を派遣。 

・災害のストレスによって、心身の不調をきたした住民への助言及び相談支援を

実施。 

＊５月１１日（水）～  １６日（月）【４人】※本市のみで構成 

＊５月１６日（月）～  ２１日（土）【１人】 

＊５月２１日（土）～  ２６日（木）【１人】 

＊５月２６日（木）～  ３１日（火）【１人】

＊５月３１日（火）～６月 ５日（日）【１人】 

＊６月 ５日（日）～  １０日（金）【１人】 

＊６月１０日（金）～  １５日（水）【１人】 

＊６月２０日（月）～  ２５日（土）【１人】 

＊６月２５日（土）～  ３０日（木）【１人】 

18．社会福祉施設等に対する派遣介護職員等の登録情報の提供【保健福祉局】 

 ・厚生労働省の依頼を受け、市が所管する社会福祉法人等に被災地への介護職員

等の派遣について協力を依頼し、派遣可能職員の登録情報を厚生労働省に報告。 

 ＊高齢者、障害者等の３０施設・事業所から、１２４人（介護職員４０人、ホ

ームヘルパー１９人、精神保健福祉士１９人、指導員その他４６人）が登録 

（７月２２日時点）。 

   ＊引き続き、派遣可能職員の登録情報を報告していく。 

19．家屋の被害認定調査と罹災証明書受付業務への派遣【危機管理室】２５６名 派遣  

  ・被害認定調査（危機管理室・財政局・建築都市局・消防局等から派遣） 

罹災証明交付のため、住家等の被害の状況を調査し、被害程度を決める。 

   ＊４月２７日（水）～８月３１日（水）【２～６名体制、延べ１５８名】 

・罹災証明書受付業務（各局区等から派遣） 

 ＊４月２８日（木）【２名】 

 ＊５月 ２日（月）【２名】 

 ＊５月 ６日、９日～１３日【８名体制、延べ２３名】 

＊５月１６日～６月１５日【５～７名体制、延べ５７名】 

  ・農業支援（産業経済局から派遣） 

   被災農業者からの相談対応や、農業関係罹災証明業務を行う。 

   ＊７月 ４日（月）～２９日（金）【延べ４名】 
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20．被災地への学生ボランティアの派遣【北九州市立大学】 ９６名 派遣  

・熊本市災害ボランティアセンターの運営支援のため、学生ボランティアを派遣。 

 ＊５月３日（火）～５日（木）【学生１５名、教職員４名】 

・学生ボランティア派遣の本格化（内容充実） 

＊５月２８日（土）～２９日（日）【学生７名、教職員３名】 

＊６月 ４日（土）～ ５日（日）【学生１２名、教職員３名】 

＊６月１１日（土）～１２日（日）【学生１３名、教職員５名】 

＊６月１８日（土）～１９日（日）【学生１５名、教職員４名】 

＊６月２５日（土）～２６日（日）【学生１２名、教職員３名】 

  ＊これまでの実績やノウハウにより、熊本市社会福祉協議会から新たな要請が

あり、大学として学生ボランティア派遣を本格化した。 

  ＊市は①大学設置者であること、②大学との防災に関する協定を締結している

ことなどから、市のバスによる送迎により大学を支援する。

21．手話通訳者の派遣【保健福祉局】  ２名 派遣  

・本市を通じて厚生労働省に登録した公益財団法人 北九州市身体障害者福祉協 

会の手話通訳者（北九州市立 聴覚障害者情報センター職員）を熊本市へ派遣。

・熊本市内の区役所や避難所での窓口対応を実施。

＊５月３日（火）～５月７日（土）  【１名】

＊５月７日（土）～５月１３日（金） 【１名】

22．スクールカウンセラーの派遣【教育委員会】 ５１名 派遣  

・福岡県臨床心理士会が、熊本県の小中学校にスクールカウンセラーの派遣を行

っており、本市のスクールカウンセラーも活動。

＊５月１６日（月）～７月２２日（金） 延べ５１名が小中学校で活動。

＊２学期以降も支援を行う方向で調整中。

23．熊本市立小学校への教育的支援【教育委員会】 ９名  派遣  

・特別な教育的支援を要する児童生徒や担任等への支援、教育活動に対する助言

等により、児童生徒の安定した学校生活の回復を図ることを目的に、熊本市立

の小学校に指導主事を派遣（１～２名ずつ派遣）。 

 ＊５月２１日（土）～７月２日（土） 【９名】（１～２名が１週間交代） 

24．市職員の災害ボランティア活動参加促進【危機管理室・総務局・保健福祉局】  

・本市職員の災害ボランティア活動への参加促進のため、ボランティアに関する

各種情報を提供するとともに、平成 28 年熊本地震の被災地等の支援のためのボ

ランティア活動を行う場合は、現行５日とは別に、最大１０日のボランティア

休暇が取得できるよう関係規定を整備した（５月１７日から）。

  ・５月１６日（月）からデスクネッツインフォメーションに掲載し、周知。 
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25．被災地への支援活動【社会福祉協議会・交通局】 

 ・被災地（熊本市）の災害ボランティアセンターとの連携を図りながら、ニーズ

に沿った継続的な支援活動を行なうため、ボランティアバスを運行した。 

＊第１回 ５月２７日（金） 参加者２２名 

＊第２回 ６月 ３日（金） 参加者５１名 

26．応急仮設住宅建設支援【建築都市局】 ６名 派遣  

 ・熊本県での応急仮設住宅建設支援業務に職員を派遣。 

＊５月２７日（金）～６月 ９日（木）【３名】派遣 

＊７月１８日（月）～７月３１日（日）【３名】派遣 

27．競艇事務所職員の派遣【産業経済局】 １名 派遣  

 ・日本財団災害復興支援センター熊本本部に職員を派遣。 

＊６月６日（月）～６月１３日（月）【１名】派遣 

28．職員の中長期派遣【危機管理室】 ３名 派遣  

 ・九州地方知事会からの要請を受け、中長期の職員派遣を実施。 

【益城町】  

＊８月１日（月）～平成２９年３月３１日（金）【３名】派遣 

＊職種：保健師（小倉南区役所）、土木職（建設局）、建築職（建築都市局） 

＊土木職は１１月末で交替予定

 ・今後も準備が整い次第、順次派遣予定。
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≪その他の支援≫（ ２９件 ） 

１．市立医療機関での患者受入【病院局】 ３名 受入  

 ・熊本赤十字病院の小児患者２名を市立八幡病院、熊本大学病院の妊婦１名を市

立医療センターで受入。

２．義援金【保健福祉局】            募集中  

 ・市役所本庁舎、各区役所・出張所、市民センター、地域交流センター等に募金

箱を設置。４月３０日からは「平成２８年４月熊本・大分地震義援金」として

募集（平成 29 年 3 月 31 日まで、市民センター等は平成 28 年 9 月 30 日まで）。 

３．支援物資の提供【危機管理室】         提供  

・市が備蓄している、非常食１万食、水３，７００本、授乳・着替え用パーテー

ション６９基を提供。 

４．し尿凝固剤の提供【環境局】          提供  

・仮設トイレ等で使用するし尿凝固剤５千セット（２万５千回分）を提供

５．清掃用具の提供【環境局】           提供  

・ごみ袋（１万枚：ボランティア袋）、軍手・タオル（各７００枚）を提供

６．上水道支援物資の提供【上下水道局】      提供  

・ボトルドウォーター３万本、６ 給水袋１万４千２百個を提供。

７．救援物資の受入【保健福祉局】２，５８６件受付（４月３０日現在）

 ・①総合保健福祉センター（アシスト２１）６階、②消防訓練研修センター、 

③各区役所（小倉北区役所除く）で受入。 

・受入物資は、飲料水、アルファー米、カップめんなど保存が出来る食品、ウェ

ットティッシュ、おしりふき、生理用品、紙おむつ（大人用、子ども用）、トイ

レットペーパー、粉ミルク、歯ブラシ、歯磨き粉、ペットフード、ベビーフー

ド。ただし、４月２２日（金）からは、物資は充足状況にあるため、ウェット

ティッシュ、インスタントみそ汁のみ受入。 

・熊本市等が一旦物資の受け入れを中断していること等を踏まえ、受入を一時中

止（①②は４月３０日まで、③は４月２８日まで）。 

８．避難者への見舞金支給等（絆プロジェクト）【保健福祉局・社会福祉協議会】実施中 

・北九州市へ１ヶ月以上居住する見込みのある避難世帯を対象に、見舞金を支給

するとともに、避難者支援のために寄付を募るもの。 

＊見舞金の支給は、５月１８日～平成２９年４月１４日まで。 

   見舞金申請状況：７５世帯（８月８日現在） 

＊寄付金の募集は、５月１８日～６月２４日まで。 

   寄付受付状況：２５件 1,712,516 円（８月８日現在） 
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９．市営住宅等での被災者受入【建築都市局】   提供中  

・市営住宅１１８戸、北九州市住宅供給公社賃貸住宅５０戸を提供

  （７月２５日１５時時点で３２件入居（退去含む）、入居手続中０件）

・各区役所市営住宅・市公社住宅相談コーナーで受付（平日８：３０～１７：１５）

・家賃、敷金全額免除、連帯保証人免除

 ・寝具等の提供（福岡県） 

 ・大型連休中も入居相談や受付等を実施。

10．市営住宅等への被災者の入居時支援【上下水道局・環境局・保健福祉局・港湾空港局】実施中  

・市内の公的賃貸住宅へ無償で一時的に緊急避難として入居する方に対し、以下

の支援を実施中。

【上下水道局】水道料金及び下水道使用料の全額免除。

＊免除額：１３５，３１５円（延べ３７世帯）

【環 境 局】半年分のごみ指定袋の無料配布。

       ＊配布件数：３０件

【保健福祉局】トイレットペーパー等の生活用品の無料配布（終了）。

       ＊配布件数：２５件

【港湾空港局】駐車場（８台分）の無償提供。

11．被災児童・生徒の受入【教育委員会・子ども家庭局】 受入可  

【学校への受入】

 ・被災した児童・生徒の市内小・中学校への転入を受入。

 ・教科書など授業で必要な学用品は市が準備するほか、

全国図書教材協会などから教材や制服を無償提供するとの申し出があった。

 ・手続き申請は、父母でなくても、祖父母、親類の方でも可能

 ・相談窓口は各区役所の「子ども・家庭相談コーナー」

＊８月８日時点：８世帯１２人（小学校１０人 中学校２人）

（最も受入が多かった時点：５月２日、２４世帯３７人）

【子ども・家庭に関する各種制度・施設受入】

・被災地から市内に避難した方を対象に、子どもや家庭の問題に関する保健・福

祉・医療などの相談対応、各種施設への受入を実施(必要に応じ個別窓口を案内)。 

（各種制度：相談窓口は各区役所の「子ども・家庭相談コーナー」）

児童手当（相談５件、申請２件）、児童扶養手当、母子健康手帳（相談１件）、

妊婦健康診査（相談２件）、乳幼児健康診査（相談１件）、公費負担医療、乳

幼児等医療（相談４件）、ひとり親・寡婦等に関する相談（３件） 

（各種施設：問合せ先は、子ども家庭局子育て支援課） 

乳児院、児童養護施設、母子生活支援施設、放課後児童クラブ（受入２名） 

【避難した子どものこころのケア】 

・被災地からの避難者（子ども）の「こころのケア」を実施。

２４時間子ども相談ホットライン      

北九州市子ども総合センター（児童相談所） ８月８日時点：相談１件
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12．被災児童の受入れ（保育所・幼稚園）【子ども家庭局・教育委員会】受入可  

・被災した児童を市内の保育所・幼稚園等に受入れ。

（受入：保育所１４名・幼稚園８名）

 ・保育料は全額免除（私学助成の私立幼稚園は保育料相当額を補助）

・問合せ先は、保育所等は各区保健福祉課、私立幼稚園・認定こども園は

子ども家庭局幼稚園・子ども園課、公立幼稚園は教育委員会学事課

13．妊婦・乳幼児のいる家庭への保健師等の訪問【子ども家庭局】実施中  

・北九州市に避難している、妊婦・乳幼児とその家族を保健師等が訪問し、相談

に応じる（相談３件、うち１件訪問）。

14．赤ちゃん一時避難プロジェクト【子ども家庭局】 実施中  

 ・被災し、避難生活をしている妊婦・乳幼児（０～６歳）とその家族に、安心し

て故郷で生活できるようになるまでの間、ＮＰＯと連携して本市に一時避難し

てもらうための各種支援を行う（９、10、12、13 の支援等）。 

15．夏休み期間中のキャンプ体験プロジェクト【子ども家庭局】 実施予定  

 ・余震もあり、毎日不安な気持ちで過ごしている熊本の子どもたちを、ＮＰＯ等

と協働で本市に招き、夏休みの「遊びの場」や「自然体験の場」を提供する。 

・青少年施設を活用して、ウォークラリーやキャンプファイヤーなど各種プログ

ラムを実施し、キャンプを通して様々な体験をしてもらう。 

・８月８日（月）～８月１０日（水）には、小学３～６年生１３名を対象にキャ

ンプを実施。また、８月１７日（水）～８月１８日（木）には、中・高校生 

 １５名を対象に外国人の方々も交え「英語 de Camp」を実施する。 

16．有料老人ホーム等への被災者の受入れ情報提供・案内【保健福祉局】 

  市内有料老人ホーム等への無償又は減免による受入れ等を案内。 

（６月３日時点で１１人受入） 

17．熊本市動物愛護センターの飼養動物の受入【保健福祉局】 受入  

 ・本市動物愛護センター職員２名を熊本市へ派遣。

・熊本市動物愛護センターの施設が被害を受けたため、同センターで飼養してい

る動物を受け入れた（子犬６頭、成犬１０頭、成猫１０頭）。

・成犬、成猫（４月２７日（水））及び子犬（５月１９日（木））の譲渡会を実施

（８月４日時点：子犬６頭、成犬１０頭、成猫９頭譲渡）。

18．到津の森公園におけるトラの受入【建設局】   受入  

 ・熊本市動植物園にて飼育するトラ１頭を緊急避難として受入

 ・受入日時：４月２３日（土）１３時３０分受入完了

 ・受入れたトラについて、７月９日（土）からバックヤードでの公開を開始。

当面、毎月３日間限定。
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19．市税の申告・納付等の期限の延長【財政局】  実施中  

・熊本県に住んでいる個人及び熊本県に主たる事務所等を持っている法人につい

て、平成２８年４月１４日以降に到来する市税の申告・納付等の期限を延長。

（延長後の期限については、後日定められる国税の延長後の期限に準じ指定）

※その他、市税の減免、納税の猶予（徴収、換価）の制度あり

20．証明書交付手数料の免除【市民文化スポーツ局・財政局】 実施中  

・被災者で、市民課・出張所等及び市税事務所市民税課・税務課等で交付を行う

各種証明が必要な方に対し、交付手数料を免除する。

・期間は、平成２８年４月１４日から当分の間。

21．職員(上級)採用試験「行政（特別枠）」の申込期間延長【行政委員会事務局】 実施  

・本人、家族が被災したことにより、当初申込期間（４月２１日（木））までに申

込みが困難な方を対象に、申込期間を５月６日（金）まで延長。 

・期間延長による申込者は５名 

22．被災者の図書館利用について【教育委員会】 貸出し  

・被災者で北九州市に避難された方に、北九州市立図書館の資料を貸出し利用可

とする。７月３１日時点 図書館カード発行１４件（勝山、企救、大里、

新門司、八幡西、戸畑、若松図書館）

23．北九州市立大学の支援活動【北九州市立大学】 活動中  

 ・実家が被災した学生への支援（授業料免除、個別相談窓口開設等）

 ・被災した学生の家族が北九州市に避難する場合の支援メニューの紹介

・学内での義援金の募金活動、救援物資の受け入れ

  ・被災地から一時避難する学生に対する、大学図書館・自習室の利用支援 

24．災害廃棄物の受入れ処理について【環境局】 受入  

・熊本市内の家庭で発生した「燃やすごみ」を、本市の焼却工場で受入れ、焼却

処理

・４月２８日より受入れを開始し、６月２７日までに合計２，８４６トンを受入

れ。 

25．北九州市からの応援メッセージＣＭ【広報室】  

 ・熊本の方々へ応援メッセージを発信する熊本地震復興支援ＣＭを作成。 

（Ｊ：ＣＯＭとのコラボレーション、北九州局、福岡局、下関局、熊本局で６

月６日～７月５日まで放送） 
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26．「がんばれ熊本（小国・南小国）復興支援マルシェ」開催【産業経済局】 

 ・小国町や南小国町を応援するため、同町の銘品、逸品を北九州市民に広くＰＲ

し販売するマルシェを開催した。 

・５月３０日（月）～６月５日（日）ＪＲ小倉駅アミュプラザ小倉３階ピロティ 

・６月１２日（日）義援金贈呈。 

27．小倉城による熊本城支援「よみがえる熊本城」の販売【産業経済局】 

 ・被災前の熊本城の雄姿が解説付きで紹介されている写真集「よみがえる熊本城」

を５月３０日より小倉城売店等で販売。 

・売上全額は熊本城売店の収入となり、収益の一部が熊本城災害復旧支援金に寄

付される。 

【販売実績】（８月２日時点）    

・販売数      ４９８冊（価格 １，２９６円：税込） 

  ・合計金額 ６４５，４０８円 

28．本市への避難者に対する避難元市町村への連絡の呼びかけ【危機管理室】実施中 

 ・避難元の市町村への連絡を促すため、また、必要な支援に繋げるため、本市へ

の避難者に対し、危機管理室への連絡を呼びかけている（市ＨＰ、ＳＮＳ、報

道機関、市政だより（6/15 号）市政ラジオ等）。 

＊８月９日時点：５名から連絡。 

29．災害見舞金【危機管理室】  贈呈  

 ・熊本市に１００万円を贈呈。 



平成２８年７月２６日 

平成２８年熊本地震北九州市支援本部 

被災地への職員派遣について 

（平成２８年熊本地震） 

九州地方知事会からの熊本地震に係る中長期の人的支援要請を受け、本市は、市職員

１１名を、被災地の復興支援のため派遣できることを申し伝えておりましたが、この第

一弾として、８月１日付で益城町へ職員３名を派遣することが決まりました。 

これに伴い、下記のとおり、新たに派遣される職員への辞令交付式を行います。

記 

１ 派遣について 

派遣先 派遣先所属（主な業務） ８月1日付派遣 

熊本県 

益城町 

益城町保健福祉センター 

（避難者の健康管理業務） 

保健師１名 

～平成29年3月31日 

益城町役場 

（公園等公共施設の災害復旧業務） 

土木職１名 

～平成28年11月30日 

*12～３月は、交替の本市職員が対応 

益城町役場 

（公営住宅等公共施設の災害復旧業務） 

建築職１名 

～平成29年3月31日 

合計 ３名 

  ※他の業務については、被災自治体との手続きなど、準備が整い次第、順次派遣開始の予定 

２ 辞令交付式 

（１）日時  

平成2８年７月２８日（木） ８：４５～９：００ 

（２）場所 

北九州市役所 本庁舎５階 第一応接室 

（３）出席者 

８月１日付で新たに派遣する職員３名 

北九州市長、危機管理監、建設局長、建築都市局長、小倉南区長 他 

＜担当＞ 北九州市危機管理室危機管理課：仕田原、徳光、重吉 

TEL：093-582-2110  FAX：093-582-2112 

資料２ 


